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衆
議
院
議
員
河
野
太
郎
君
提
出
「
試
し
出
勤
」
に
つ
い
て
の
官
民
格
差
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
に
つ
い
て

民
間
に
お
け
る
い
わ
ゆ
る
「
試
し
出
勤
」
中
に
労
働
者
が
受
け
た
災
害
に
つ
い
て
は
、
労
働
者
災
害
補
償
保
険
法
（
昭
和

二
十
二
年
法
律
第
五
十
号
）
第
七
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
業
務
災
害
又
は
同
項
第
二
号
に
規
定
す
る
通
勤
災
害
（
以

下
「
業
務
災
害
等
」
と
い
う
。
）
に
該
当
す
る
場
合
が
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
御
指
摘
の
「
心
の
健
康
問
題
に
よ
り

休
業
し
た
労
働
者
の
職
場
復
帰
支
援
の
手
引
き
」
の
改
訂
を
含
め
、
具
体
的
な
方
策
を
講
じ
、
民
間
企
業
に
対
す
る
周
知
の

徹
底
を
図
っ
て
い
き
た
い
。

具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
災
害
が
業
務
災
害
等
に
該
当
す
る
か
に
つ
い
て
は
、
個
別
の
事
案
ご
と
に
判
断
さ
れ
る
べ
き
も
の

で
あ
り
、
一
概
に
お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
が
、
「
試
し
出
勤
」
を
し
て
い
る
労
働
者
が
、
例
え
ば
、
復
帰
を
予
定

す
る
職
場
に
お
い
て
、
使
用
者
の
指
示
に
基
づ
き
当
該
職
場
の
業
務
に
関
連
す
る
作
業
に
従
事
す
る
な
ど
の
状
況
に
お
い
て

、
当
該
作
業
に
起
因
し
て
災
害
を
受
け
た
場
合
や
、
当
該
作
業
を
行
う
た
め
に
通
勤
す
る
途
中
で
災
害
を
受
け
た
場
合
に
は

、
業
務
災
害
等
と
し
て
認
め
ら
れ
る
こ
と
が
あ
り
得
る
も
の
で
あ
る
。

な
お
、
「
試
し
出
勤
」
に
つ
い
て
「
ル
ー
ル
を
定
め
て
い
る
企
業
」
の
数
に
つ
い
て
は
、
把
握
し
て
い
な
い
。

一



二
及
び
四
に
つ
い
て

「
「
円
滑
な
職
場
復
帰
及
び
再
発
の
防
止
の
た
め
の
受
入
方
針
」
の
改
定
に
つ
い
て
（
通
知
）
」
（
平
成
二
十
二
年
七
月

三
十
日
付
け
職
職－

二
五
四
人
事
院
事
務
総
局
職
員
福
祉
局
長
通
知
）
に
定
め
る
「
「
試
し
出
勤
」
実
施
要
綱
」
に
従
っ
て

行
わ
れ
る
「
試
し
出
勤
」
（
以
下
「
実
施
要
綱
に
よ
る
試
し
出
勤
」
と
い
う
。
）
は
、
そ
の
職
員
（
国
家
公
務
員
法
（
昭
和

二
十
二
年
法
律
第
百
二
十
号
）
第
二
条
に
規
定
す
る
一
般
職
に
属
す
る
職
員
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
職
務
そ
の
も
の
と

し
て
位
置
付
け
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
が
、
精
神
・
行
動
の
障
害
に
よ
り
療
養
の
た
め
長
期
間
職
場
を
離
れ
て
い
る
職
員
で

職
場
復
帰
が
可
能
と
考
え
ら
れ
る
程
度
に
回
復
し
た
も
の
が
、
職
場
復
帰
に
向
け
、
そ
の
復
帰
を
予
定
す
る
職
場
の
業
務
に

関
連
す
る
作
業
に
従
事
す
る
も
の
で
あ
り
、
実
施
要
綱
に
よ
る
試
し
出
勤
中
に
職
員
が
受
け
た
災
害
に
つ
い
て
は
、
国
家
公

務
員
災
害
補
償
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
九
十
一
号
）
第
一
条
第
一
項
の
公
務
上
の
災
害
又
は
通
勤
（
同
法
第
一
条
の

二
に
規
定
す
る
通
勤
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
よ
る
災
害
（
以
下
「
公
務
災
害
等
」
と
い
う
。
）
に
該
当
す
る
場
合
が
あ

る
。具

体
的
に
ど
の
よ
う
な
災
害
が
公
務
災
害
等
に
該
当
す
る
か
に
つ
い
て
は
、
個
別
の
事
案
ご
と
に
判
断
さ
れ
る
べ
き
も
の

で
あ
り
、
一
概
に
お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
が
、
実
施
要
綱
に
よ
る
試
し
出
勤
を
し
て
い
る
職
員
が
、
例
え
ば
、
復

二



帰
を
予
定
す
る
職
場
に
お
い
て
、
あ
ら
か
じ
め
定
め
ら
れ
た
実
施
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
基
づ
き
、
当
該
職
場
の
業
務
に
関
連
す
る

作
業
に
従
事
す
る
な
ど
の
状
況
に
お
い
て
、
当
該
作
業
に
起
因
し
て
災
害
を
受
け
た
場
合
や
、
当
該
作
業
を
行
う
た
め
に
通

勤
す
る
途
中
で
災
害
を
受
け
た
場
合
に
は
、
公
務
災
害
等
と
し
て
認
め
ら
れ
る
こ
と
が
あ
り
得
る
も
の
で
あ
る
。

三
に
つ
い
て

職
員
の
病
気
休
暇
中
に
支
給
さ
れ
る
給
与
に
つ
い
て
は
、
一
般
職
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
五
年
法
律

第
九
十
五
号
。
以
下
「
一
般
職
給
与
法
」
と
い
う
。
）
第
十
五
条
に
お
い
て
「
休
暇
に
よ
る
場
合
そ
の
他
そ
の
勤
務
し
な
い

こ
と
に
つ
き
特
に
承
認
の
あ
つ
た
場
合
を
除
き
、
そ
の
勤
務
し
な
い
一
時
間
に
つ
き
、
第
十
九
条
に
規
定
す
る
勤
務
一
時
間

当
た
り
の
給
与
額
を
減
額
し
て
給
与
を
支
給
す
る
。
」
と
規
定
さ
れ
、
こ
の
「
休
暇
」
に
は
病
気
休
暇
も
該
当
す
る
こ
と
か

ら
、
一
般
職
給
与
法
に
基
づ
き
、
病
気
休
暇
が
承
認
さ
れ
る
期
間
、
そ
の
職
員
に
対
し
て
は
、
俸
給
及
び
諸
手
当
（
俸
給
の

特
別
調
整
額
、
本
府
省
業
務
調
整
手
当
、
初
任
給
調
整
手
当
、
専
門
ス
タ
ッ
フ
職
調
整
手
当
、
扶
養
手
当
、
地
域
手
当
、
広

域
異
動
手
当
、
研
究
員
調
整
手
当
、
住
居
手
当
、
単
身
赴
任
手
当
、
特
地
勤
務
手
当
（
一
般
職
給
与
法
第
十
四
条
の
規
定
に

よ
る
手
当
を
含
む
。
）
、
期
末
手
当
及
び
勤
勉
手
当
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
全
額
を
支
給
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
。

た
だ
し
、
一
般
職
給
与
法
附
則
第
六
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
職
員
が
負
傷
（
公
務
上
の
負
傷
及
び
通
勤
に
よ
る
負
傷
を
除
く

三



。
）
又
は
疾
病
（
公
務
上
の
疾
病
及
び
通
勤
に
よ
る
疾
病
を
除
く
。
）
に
係
る
療
養
の
た
め
の
病
気
休
暇
の
開
始
の
日
か
ら

起
算
し
て
九
十
日
を
超
え
て
引
き
続
き
勤
務
し
な
い
と
き
は
、
そ
の
期
間
経
過
後
の
当
該
病
気
休
暇
に
係
る
日
に
つ
き
、
俸

給
並
び
に
地
域
手
当
、
広
域
異
動
手
当
、
研
究
員
調
整
手
当
、
期
末
手
当
及
び
勤
勉
手
当
の
算
定
の
基
礎
と
な
る
俸
給
の
月

額
の
半
額
を
減
ず
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
国
家
公
務
員
の
寒
冷
地
手
当
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第

二
百
号
。
以
下
「
寒
冷
地
手
当
法
」
と
い
う
。
）
に
基
づ
き
、
病
気
休
暇
が
承
認
さ
れ
る
期
間
、
そ
の
職
員
に
対
し
て
は
、

寒
冷
地
手
当
の
全
額
（
同
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
職
員
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
額
か
ら
そ
の
半
額
を
減
じ
た
額
）
を
支
給

す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
。

職
員
の
病
気
休
職
中
に
支
給
さ
れ
る
給
与
に
つ
い
て
は
、
職
員
が
公
務
上
負
傷
し
、
若
し
く
は
疾
病
に
か
か
り
、
又
は
通

勤
に
よ
り
負
傷
し
、
若
し
く
は
疾
病
に
か
か
り
、
国
家
公
務
員
法
第
七
十
九
条
第
一
号
に
掲
げ
る
事
由
に
該
当
し
て
休
職
に

さ
れ
た
と
き
は
、
一
般
職
給
与
法
第
二
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
そ
の
休
職
の
期
間
中
、
そ
の
職
員
に
対
し
て
は

、
俸
給
及
び
諸
手
当
の
全
額
を
支
給
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
お
り
、
職
員
が
同
項
及
び
結
核
性
疾
患
以
外
の
心
身
の
故
障
に
よ

り
同
号
に
掲
げ
る
事
由
に
該
当
し
て
休
職
に
さ
れ
た
と
き
は
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
そ
の
休
職
の
期
間
が
満
一

年
に
達
す
る
ま
で
は
、
そ
の
職
員
に
対
し
て
は
、
俸
給
、
扶
養
手
当
、
地
域
手
当
、
広
域
異
動
手
当
、
研
究
員
調
整
手
当
、

四



住
居
手
当
及
び
期
末
手
当
の
そ
れ
ぞ
れ
百
分
の
八
十
を
支
給
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
等
と
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
寒
冷
地

手
当
法
に
基
づ
き
、
同
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
給
与
の
支
給
を
受
け
る
職
員
に
対
し
て
は
、
寒
冷
地
手
当
の
全
額
を
支
給

す
る
こ
と
と
さ
れ
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
給
与
の
支
給
を
受
け
る
職
員
に
対
し
て
は
、
そ
の
額
に
そ
の
職
員
の
俸
給

の
支
給
に
つ
い
て
用
い
ら
れ
た
同
項
の
規
定
に
よ
る
割
合
を
乗
じ
て
得
た
額
を
支
給
す
る
こ
と
等
と
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
ほ
か
、
病
気
休
暇
中
又
は
病
気
休
職
中
の
職
員
に
対
し
て
は
、
国
家
公
務
員
共
済
組
合
法
（
昭
和
三
十
三
年
法
律
第

百
二
十
八
号
）
第
五
十
一
条
第
一
項
第
八
号
の
傷
病
手
当
金
そ
の
他
の
法
令
に
基
づ
く
給
付
が
行
わ
れ
る
こ
と
が
あ
り
、
こ

れ
ら
の
給
付
は
、
お
尋
ね
の
「
給
与
等
」
に
含
ま
れ
る
も
の
で
あ
る
。
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